
＜任意後見プランの探し方＞
宮田総合法務事務所

〒180-0004　東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目18番3号

　サニーシティ吉祥寺802号

TEL：0422-23-7808　FAX：0422-23-7808

一問目から はい で答えて進んでください。

いいえ

一問目

現在、判断能力はしっ
かりしている。

現在、体力的なことも
含め財産管理に

問題はない

財産管理を委託する
のは後見契約
発効後でよい

契約締結後、発効ま
で特段の委任契約は

必要ない

＝

任意後見
４．将来型プランへ

後見契約にに関して
判断できるが、今すぐ

後見人が必要

任意後見発効まで、
判断能力を見守っても
らいながら、すぐ財産
管理などを委託したい

後々、任意後見発効
前でも、財産管理を委

託したい

＝ ＝ ＝

任意後見
４．即効型プランへ

任意後見
２．移行型プランへ

任意後見
３．段階型プランへ
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